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吉田町下水道使用料審議会第 4回の論点 

 

第１．町長の諮問内容の確認 

 

１．吉田町の下水道事業は、平成 2 年 1月に事業認可を取得して以降、整

備を着手している。平成 7年に終末処理場である吉田浄化センターの

供用を開始し、公共用水域の水質保全や快適な土地環境の実現に大き

く寄与している。 

２．一方で人口減少、高齢化社会、節水型社会の進展による水需要の減少

に伴う使用料収入の減少や施設の老朽化に伴う改築更新事業の増加な

ど、厳しい経営状況が続いている。 

 

３．持続可能な下水道事業の運営を行うため、令和 4年度に下水道料金等

審議会を開催し、現状と課題、料金制度の在り方について幅広く議論

いただき、当時の下水道使用料を段階的に引き上げるべきという答申

を頂き、令和 6年度に 1回目の水道使用料の改定を実施した。 

 

４．本改定は、公営企業として下水道使用料による施設経営の実現を目指す

ため、財源確保を目的としたもので、下水道使用者の生活への影響に

も十分配慮しながら実施している。 

 

５．引き続き今後の持続可能な企業経営と町民負担の公平性を確保する観

点から、現在の下水道使用料の適切な水準などにつきまして、ご審議

をお願いする 

 

 

第 2 答申の検討 

 

答申書の構成 

(1)  主文 

(2) 付帯意見  

(3) 付録（検討資料） 
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別紙     第４回(7.11.20)  改定について委員アンケート 

 

（１）改定を見送る  

 

本文に付す意見例 

 

１－１ 

今回は物価高で政府が経済対策や物価高対策を進めているときに自治体

が逆なことをすべきでないので、「改定は見送る」べきである。 

 

１－２ 

合わせて、吉田町の下水道事業の持続性に問題があるので、町と議会は

民間コンサルタントに頼らないで下水道事業を検証して事業を展望し必

要な対策を講じてもらいたい。 

 

 

（２）３３％改定する             

２―１ 

吉田町の下水道事業財政状態が厳しく、先送りできる状態ではないので

当初の方針どおり「改定する」 

 

   （３）１６％改定する 

 

３－１ 

吉田町下水道事業の財政状況は厳しいとしても、物価高で町民が大変な

思いをしている状況に鑑みて、３３％の半分とする。 

 

 

 

   （４）その他 


